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№

3 かしはら市議会だより

条

例

案

件

橿
原
市
一
般
職
非
常
勤
職
員
等
の

任
用
、
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

人
事
院
勧
告
、
県
内
の
最
低
賃

金
の
引
上
げ
等
を
踏
ま
え
、
当
市

に
お
け
る
人
材
確
保
を
図
る
た
め
、

一
般
職
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
職

員
の
報
酬
及
び
賃
金
に
つ
い
て
増

額
改
定
を
行
う
も
の

橿
原
市
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
及
び
橿
原
市
一
般

職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給

与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正国

家
公
務
員
の
給
与
水
準
及
び

本
市
の
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま

え
、
平
成
３０
年
４
月
か
ら
平
成
３２

年
３
月
ま
で
の
間
、
管
理
職
の
職

員
に
支
給
す
る
給
料
月
額
を
暫
定

的
に
減
額
す
る
措
置
を
講
ず
る
も

の橿
原
市
ま
ち
な
み
交
流
セ
ン
タ
ー

条
例
の
一
部
改
正

ま
ち
な
み
交
流
セ
ン
タ
ー
と
し

て
、
新
た
に
今
井
ま
ち
や
館
別
館

を
設
置
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法

第
２
４
４
条
の
２
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の

橿
原
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
改

正
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
制
度

の
県
単
位
化
等
の
見
直
し
が
行
わ

れ
る
た
め
、
及
び
減
免
手
続
の
見

直
し
を
行
う
た
め
、
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の

橿
原
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例

の
一
部
改
正

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所

要
の
改
正
を
行
う
も
の

橿
原
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例

の
制
定

犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
に
基
づ

き
、
犯
罪
被
害
者
等
を
支
援
す
る

た
め
の
施
策
を
総
合
的
に
推
進
し

て
い
く
た
め
、
当
該
施
策
の
基
本

と
な
る
事
項
を
定
め
る
条
例
を
制

定
す
る
も
の

橿
原
市
手
話
言
語
条
例
の
制
定

障
害
者
基
本
法
に
手
話
が
言
語

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
こ
と
を

踏
ま
え
、
手
話
の
普
及
、
手
話
を

使
用
し
や
す
い
環
境
の
整
備
等
に

関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
推
進
す
る
た
め
、
そ
の
基
本

と
な
る
事
項
を
定
め
る
条
例
を
制

定
す
る
も
の

橿
原
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一

部
改
正

国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
改

正
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
制
度

の
県
単
位
化
等
の
見
直
し
が
行
わ

れ
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の

橿
原
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
住
所
地

特
例
に
つ
い
て
、
年
齢
到
達
等
に

よ
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の

移
行
後
も
継
続
し
て
適
用
さ
せ
る

た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

橿
原
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改

正
介
護
保
険
法
及
び
同
法
施
行
令

の
規
定
に
よ
り
、
平
成
３０
年
度
か

ら
平
成
３２
年
度
ま
で
の
第
１
号
被

保
険
者
の
保
険
料
率
の
算
定
に
係

る
所
得
段
階
区
分
を
細
分
化
す
る

と
と
も
に
、
保
険
料
額
を
改
定
す

平成30年３月定例会は３月５日に招集され、２８日までの２４日間の会期で開催しました。
本定例会では、条例案件１９件、その他の案件７件、平成２９年度補正予算４件、平成３０年度当
初予算９件、承認１件、同意３件、意見書３件の議案の審議と報告１件を行いました。
なお、一般質問は、３月２２日と２３日に行われ、８議員から市政全般にわたり質問がありました。
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